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○狭山市生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱 

平成６年９月７日 

告示第１１５号 

（目的） 

第１条 この要綱は、家庭から排出される生ごみを処理する機器（以下「生ごみ処理

機器」という。）を設置した者に対し、補助金を交付することにより、生ごみの自

家処理を促進し、もってごみの減量及びたい肥化による資源の有効利用を図ること

を目的とする。 

（一部改正〔平成１０年告示４０号〕） 

（規則の適用等） 

第２条 前条の補助金は、毎年度予算の範囲内において交付するものとし、その交付

については、狭山市補助金等の交付手続等に関する規則（昭和５７年規則第４０号）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第３条 この要綱において「生ごみ処理機器」とは、生ごみ処理容器及び生ごみ処理

機をいう。 

２ この要綱において「生ごみ処理容器」とは、地上又は地中に設置して生ごみを減

量し、又はたい肥にする容器をいう。 

３ この要綱において「生ごみ処理機」とは、電気を用いて生ごみを減量し、又はた

い肥にする機械（生ごみを破砕処理し、その処理水を下水道管等に排除するものを

除く。）をいう。 

（追加〔平成１０年告示４０号〕、一部改正〔平成１２年告示４６号〕） 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、

狭山市税条例（昭和３０年条例第１１号）第３条に規定する市税及び狭山市国民健

康保険税条例（昭和２９年条例第３３号）第１条に規定する国民健康保険税の滞納

がないものとする。 

（一部改正〔平成１０年告示４０号〕） 

（生ごみ処理機器の基準） 

第５条 補助金の交付の対象となる生ごみ処理機器は、次に掲げる基準に適合してい

るもので、市長が認めたものとする。 
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（１）生ごみ処理容器の基準は、次のとおりとする。 

ア有効容量が１０リットル以上のもの 

イ材質が耐水性及び耐久性を備えたもの 

ウ臭気等の発散及び雨水等の流入を防止するためのふたを備えたもの 

（２）生ごみ処理機の基準は、次のとおりとする。 

ア前号イ及びウに該当するもの 

イ販売店等から購入し、又は賃借りしたもので、補助対象者の宅地内に設置した

もの 

（全部改正〔平成１０年告示４０号〕、一部改正〔平成１１年告示９２号・

１４年５５号〕） 

（補助金の額） 

第６条 生ごみ処理容器の補助金の額及び補助の範囲は、次のとおりとする。 

（１）補助金の額は、容器１台につき、その購入金額に５分の３を乗じて得た額（１

００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）とし、４，０００円を

限度とする。 

（２）補助の範囲は、１世帯につき２台までとする。 

２ 生ごみ処理機の補助金の額及び補助の範囲は、次のとおりとする。 

（１）購入の場合の補助金額は、購入金額に２分の１を乗じて得た額（１００円未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）とし、１万円を限度とする。 

（２）賃借りの場合の補助金額は、年度中の賃借料の合計額に２分の１を乗じて得

た額（１００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）とし、５，０

００円を限度とする。ただし、翌年度以降においても補助金の請求があったとき

は、年度ごとの補助金を累計して１万円を限度とする。 

（３）補助の範囲は、１世帯につき１台とする。 

（追加〔平成１０年告示４０号〕、一部改正〔平成１２年告示４６号・１８

年６６号・２９年６８号〕） 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、狭山市生

ごみ処理機器設置費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 自治会等（市長と協議したものに限る。）を通じて生ごみ処理容器を購入する申

請者は、前項に規定する申請の際、狭山市生ごみ処理容器設置費補助金の受領に係
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る委任状を提出しなければならない。 

（一部改正〔平成１０年告示４０号・１７年１３０号〕） 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、補助金の交

付の可否を決定したときは、狭山市生ごみ処理機器設置費補助金交付決定（却下）

通知書により申請者に通知するものとする。 

（追加〔平成１０年告示４０号〕） 

（生ごみ処理容器の補助金の交付） 

第９条 市長は、前条の規定により生ごみ処理容器の補助金の交付決定をした申請者

が生ごみ処理容器を購入したことを確認したときは、速やかに補助金を交付するも

のとする。 

（全部改正〔平成１１年告示２３６号〕） 

（生ごみ処理機の補助金の交付） 

第１０条 第８条の規定により生ごみ処理機の補助金の交付決定通知を受けた申請者

は、生ごみ処理機を購入し、又は賃借りしたときは、狭山市生ごみ処理機設置費補

助金交付請求書により補助金を請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があった場合は、購入又は賃借りの実績を調査し、

適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（全部改正〔平成１１年告示２３６号〕） 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１１条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り

消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（１）偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。 

（２）生ごみ処理機器を申請者の家庭から出る生ごみの処理以外の用途に使用し、

又は譲渡していることが判明したとき。 

（３）その他不適当と認められる事実があったとき。 

（一部改正〔平成１０年告示４０号〕） 

（維持管理） 

第１２条 申請者は、補助金の交付を受けて設置した生ごみ処理機器を、常に良好な

状態で維持管理するよう努めなければならない。 

（一部改正〔平成１０年告示４０号〕） 
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（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（一部改正〔平成１０年告示４０号〕） 

附 則 

１ この告示は、公布の日から施行し、平成６年４月１日以後の交付申請から適用す

る。 

２ この告示は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。この場合における経

過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（一部改正〔平成９年告示３３号・１４年５５号・１７年５８号・２０年４

９号・２３年５４号・２６年６０号・２９年６８号・令和２年５５号・５年

７１号〕） 

附 則（平成８年３月２５日告示第３９号） 

この告示は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月２６日告示第３３号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年３月３１日告示第４０号） 

この告示は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年４月２３日告示第９２号） 

この告示は、平成１１年５月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１２月２７日告示第２３６号） 

１ この告示は、平成１２年１月１日から施行する。 

２ 改正後の第９条及び第１０条の規定は、この告示の施行の日以後にされた補助金

の交付申請について適用し、同日前にされた補助金の交付申請については、なお従

前の例による。 

附 則（平成１２年３月２４日告示第４６号） 

この告示は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２５日告示第５５号） 

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第５条の改正規定は、平成１４年４

月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２９日告示第５８号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成１７年５月２４日告示第１３０号） 

この告示は、平成１７年６月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２９日告示第６６号） 

１ この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条の規定は、この告示の施行の日以後にされた補助金の交付申請に

ついて適用し、同日前にされた補助金の交付申請については、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年３月１８日告示第４９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年３月８日告示第５４号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２０日告示第６０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２２日告示第６８号） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第６条第１項第１号の規定は、この告示の施行の日以後にされた補助金

の交付申請について適用し、同日前にされた補助金の交付申請については、なお従

前の例による。 

附 則（令和２年３月５日告示第５５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年３月２２日告示第７１号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和８年３月３１日告示第８１号） 

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、令和８年４月

１日から施行する。 

 


